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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成18年４月17日に提出した第28期（自 平成17年１月21日 至 平成18年１月20日）有価証券報告書の記載

事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、証券取引法第24条の２第１項の規定に基づき、有価証券報告書

の訂正報告書を提出するものであります。 

 

２【訂正事項】 

第一部 企業情報 

   第４ 提出会社の状況 

    ６ コーポレート・ガバナンスの状況 

 

３【訂正箇所】 

  訂正箇所は＿線で示しております。 

 

第一部【企業情報】 

 

第４【提出会社の状況】 

 

６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

１．コーポレート・ガバナンスの状況 

（訂正前） 

  当社では、経営の透明性の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガ

バナンスの充実を図りながら、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを重要な

施策と位置付けております。取締役会は取締役９名で、迅速な経営判断ができるよう少人数で構成さ

れております。取締役会は定例取締役会が毎月１回開催され、ここで会社の重要事項などの決定およ

び事業活動の報告を行っております。また、全国の支店長以上による経営戦略会議を毎週開催してお

り、事業の状況把握と情報共有化を図っております。 

  監査役は計４名で、うち２名は常勤監査役として常時執務しており、取締役会、経営戦略会議に常時

出席している他、社内の重要会議にも積極的に参加しており、非常勤監査役２名も取締役会に毎回出席

しております。また、監査役会は、監査役全員をもって構成し、法令、定款に従い監査役の監査方針を

定めるとともに、各監査役の報告に基づき監査意見を形成します。以上のとおり、取締役の職務執行を

十分に監視できる体制となっております。監査役と当社との取引等の利害関係はありません。さらに、

当社では会社におけるリスク発生を未然に防止するための内部統制システムとして社長直轄の内部監査

室を設置しており、業務活動の全般に関し、方針・計画・手続の妥当性や業務実施の有効性、法律、法

令の遵守状況等について内部監査を実施しており、業務の改善に向け具体的な助言・勧告を行っており

ます。 

 （後略） 

 

 

（訂正後） 

  当社では、経営の透明性の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガ

バナンスの充実を図りながら、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを重要な

施策と位置付けております。取締役会は取締役９名で、迅速な経営判断ができるよう少人数で構成さ

れております。取締役会は定例取締役会が毎月１回開催され、ここで会社の重要事項などの決定およ

び事業活動の報告を行っております。また、全国の支店長以上による経営戦略会議を毎週開催してお

り、事業の状況把握と情報共有化を図っております。 

  監査役は計４名で、うち２名は常勤監査役として常時執務しており、取締役会、経営戦略会議に常時

出席している他、社内の重要会議にも積極的に参加しており、非常勤監査役２名も取締役会に毎回出席



   

 

しております。また、監査役会は、監査役全員をもって構成し、法令、定款に従い監査役の監査方針を

定めるとともに、各監査役の報告に基づき監査意見を形成します。以上のとおり、取締役の職務執行を

十分に監視できる体制となっております。監査役と当社との取引等の利害関係はありません。さらに、

当社では会社におけるリスク発生を未然に防止するための内部統制システムとして社長直轄の内部監査

室を２名で構成し、業務活動の全般に関し、方針・計画・手続の妥当性や業務実施の有効性、法律、法

令の遵守状況等について内部監査を実施しており、業務の改善に向け具体的な助言・勧告を行っており

ます。他方、会計監査人からは、監査計画の概要および監査の実施状況について定期的に報告を受ける

ことで、相互に情報交換や意見交換をすることが可能となり、これにより、有効かつ効果的な相互連携

を図っております。 

 （後略） 

 


